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改定箇所：下線・朱字 
令和７年３月 25 日  

みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例「事前協議の手引き」の改訂新旧対照表 

次の表の改訂前の欄に掲げる規定を同表の改訂後の欄に掲げる規定に下線で示すように改訂しました。 

頁 改訂後 改訂前 

表紙 令和７年４月 令和６年４月 

５  

９．罰則（条例第 27，28，29，30 条） 

（１） 知事の命令に違反した者は、６か月以下の懲役（令和７年６

月１日以降は拘禁刑）又は 50 万円以下の罰金に処せられます。 

（２）・（３） 略 

 

９．罰則（条例第 27，28，29，30 条） 

（１） 知事の命令に違反した者は、６か月以下の懲役又は 50 万円

以下の罰金に処せられます。 

（２）・（３） 略 

 

13  

Ｑ.11 どのような場合に罰則が適用されるのですか。 

Ａ.11 知事の命令に違反した場合には、６か月以下の懲役（令和７

年６月１日以降は拘禁刑）又は 50 万円以下の罰金に処せられま

す。 

 略 

 

 

Ｑ.11 どのような場合に罰則が適用されるのですか。 

Ａ.11 知事の命令に違反した場合には、６か月以下の懲役又は 50 万

円以下の罰金に処せられます。 

 

 略 

19 別紙１ 

審査基準における欠格事由 

 

審査基準の第１の４における土地開発事業者の信用に係る欠格事由

は、次に該当する場合をいう。 

 

１ 略 

 

別紙１ 

審査基準における欠格事由 

 

審査基準の第１の４における申請者の信用に係る欠格事由は、次に

該当する場合をいう。 

 

１ 略 

32  

５．洪水調整池関係 

 

５．洪水調整池関係 
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頁 改訂後 改訂前 

 設置対象は、原則１ha 以上の土地開発行為（※１）とし、土地開

発行為に先行して設置するものとする。ただし、太陽光発電設備の設

置を目的とする土地開発行為（※２）については、開発をする地域森

林計画対象民有林面積が 0.5ha を超えるもの（※３）を対象とする。

なお、開発区域の状況から判断して、必要と認めない場合は、この限

りでない。 

 また、用水路等を経由して河川等に排水を導く場合であって、洪水

調整池を設置するよりも用水路等の断面を大きくすることが効率的

なときには、当該用水路等の管理者の同意を得た上で、事業者の負担

で用水路等の断面を大きくすることをもって洪水調整池の設置に代

えることができる。 

  

※１ 土地開発行為が条例第 16 条第１項第３号に該当する場合は、

当該土地開発行為及び隣接地において行われた土地開発行為に

係る区域の面積の合計が１ha 以上の土地開発行為 

※２ 令和５年４月１日以降に着手する土地開発行為 

※３ 土地開発行為が条例第 16 条第１項第３号に該当する場合は、

当該土地開発行為及び隣接地において行われた土地開発行為に

係る地域森林計画対象民有林面積の合計が 0.5ha を超えるもの 

 

 設置対象は、原則１ha 以上の土地開発行為とし、土地開発行為に

先行して設置するものとする。ただし、太陽光発電設備の設置を目的

とする土地開発行為（※）については、開発をする地域森林計画対象

民有林面積が 0.5ha を超えるものを対象とする。なお、開発区域の

状況から判断して、必要と認めない場合は、この限りでない。 

 また、用水路等を経由して河川等に排水を導く場合であって、洪水

調整池を設置するよりも用水路等の断面を大きくすることが効率的

なときには、当該用水路等の管理者の同意を得た上で、事業者の負担

で用水路等の断面を大きくすることをもって洪水調整池の設置に代

えることができる。 

 

 

 

 

 

※ 令和５年４月１日以降に着手する土地開発行為について適用す

る。 
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別表第１（土砂基準） 

項  目 基 準 値 

カドミウム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

 

別表第１（土砂基準） 

項  目 基 準 値 測  定  方  法 

カドミウム 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.003ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

日本産業規格(以下「規格」とい

う。)Ｋ0102の 55.2、55.3又は55.4

に定める方法 

全シアン 検液中に検出さ 規格Ｋ0102 の 38 に定める方法(規
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頁 改訂後 改訂前 

 

 

 

 

 

 

有機りん 検液中に検出されないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

六価クロム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

 

 

砒
ひ

素 
検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下、かつ、土砂等の

埋立てを行う場所の土地の利用目的が農用地(田に

れないこと。 格Ｋ0102 の 38.1.1 及び 38 の備考

11 に定める方法を除く。)又は水質

汚濁に係る環境基準について(昭

和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号。

以下｢環境基準告示｣という。)付表

1に掲げる方法 

有機燐
りん

 
検液中に検出さ

れないこと。 

排水基準を定める省令の規定に基

づく環境大臣が定める排水基準に

係る検定方法(昭和 49 年 9 月環境

庁告示第 64 号。以下｢排水基準告

示｣という。)付表 1 に掲げる方法

又は規格Ｋ0102 の 31.1 に定める

方法のうちｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法以外の

もの(ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝにあっては、排水基

準告示付表 2に掲げる方法) 

鉛 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0102 の 54 に定める方法 

六価クロム 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0102 の 65.2（規格Ｋ0102 の

65.2.7 を除く。）に定める方法（た

だし、規格Ｋ0102 の 65.2.6 に定め

る方法により塩分の濃度の高い試

料を測定する場合にあっては、規

格Ｋ0170-7 の 7 の a)又は b)に定

める操作を行うものとする｡） 

砒
ひ

素 
検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

検液中濃度に係るものにあって

は、規格Ｋ0102 の 61 に定める方
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頁 改訂後 改訂前 

限る。)である場合においては、土砂等１ｷﾛｸﾞﾗﾑにつ

き 15 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ未満 

 

 

 

 

 

 

 

総水銀 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.0005 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

アルキル水

銀 

検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

 

銅 土砂等の埋立てを行う場所の土地の利用目的が農

用地(田に限る。)である場合において、土砂等１ｷﾛ

ｸﾞﾗﾑにつき 125 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ未満 

 

 

 

 

 

ジクロロメ

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

下、かつ、土砂等

の埋立てを行う

場所の土地の利

用目的が農用地

(田に限る。)であ

る場合において

は、土砂等１ｷﾛｸﾞ

ﾗﾑにつき 15 ﾐﾘｸﾞ

ﾗﾑ未満 

法、農用地に係るものにあっては、

農用地土壌汚染対策地域の指定要

件に係る砒
ひ

素の量の検定の方法を

定める省令(昭和 50 年総理府令第

31 号)に定める方法 

総水銀 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.0005 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ

以下 

環境基準告示付表 2に掲げる方法 

アルキル水

銀 

検液中に検出さ

れないこと。 

環境基準告示付表 3 及び排水基準

告示付表 3に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出さ

れないこと。 

環境基準告示付表 4に掲げる方法 

銅 土砂等の埋立て

を行う場所の土

地の利用目的が

農用地(田に限

る。)である場合

において、土砂等

１ｷﾛｸﾞﾗﾑにつき

125 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ未満 

農用地土壌汚染対策地域の指定要

件に係る銅の量の検定の方法を定

める省令(昭和 47 年総理府令第 66

号)に定める方法 

ジクロロメ

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 
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頁 改訂後 改訂前 

四塩化炭素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

クロロエチ

レン（別名塩

化ビニル又

は塩化ビニ

ルモノマー） 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，2-ジクロ

ロエタン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.004 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

1，1-ジクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，2-ジクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.04 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

1，1，1-トリ

クロロエ 

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，1，2-トリ

クロロエ 

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

トリクロロ

エチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

四塩化炭素 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.002ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

クロロエチ

レン（別名塩

化ビニル又

は塩化ビニ

ルモノマー） 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.002ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

地下水の水質汚濁に係る環境基準

について(平成9年3月環境庁告示

第 10 号。以下「地下水環境基準告

示」という。)付表に掲げる方法 

1，2-ジクロ

ロエタン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.004ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又

は 5.3.2 に定める方法 

1，1-ジクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 

1，2-ジクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.04 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

シス体にあっては規格Ｋ0125 の

5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、

トランス体にあっては規格Ｋ0125

の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方

法 

1，1，1-トリ

クロロエ 

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1，1，2-トリ

クロロエ 

タン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.006ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロ

エチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 
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頁 改訂後 改訂前 

テトラクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

1，3-ジクロ

ロプロペン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

チウラム 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

シマジン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

チオベンカ

ルブ 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

ベンゼン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

セレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

テトラクロ

ロエチレン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1，3-ジクロ

ロプロペン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.002ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1

に定める方法 

チウラム 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.006ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

環境基準告示付表 5に掲げる方法 

シマジン 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.003ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

環境基準告示付表 6 の第 1 又は第

2に掲げる方法 

チオベンカ

ルブ 

検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

環境基準告示付表 6 の第 1 又は第

2に掲げる方法 

ベンゼン 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 

セレン 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

規格Ｋ0102の 67.2、67.3又は67.4

に定める方法 
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頁 改訂後 改訂前 

ふっ素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.8 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほう素 検液１ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

1，4-ジオキ

サン 

検液１ﾘｯﾄﾙにつき 0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

 

ふっ素 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き0.8ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 34.1（規格Ｋ0102 の

34の備考1を除く。）若しくは34.4

（妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多量

に含まれる試料を測定する場合に

あっては、蒸留試薬溶液として、水

約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml

及び塩化ナトリウム 10g を溶かし

た溶液とグリセリン 250ml を混合

し、水を加えて 1,000ml としたも

のを用い、規格Ｋ0170－６の６図

２注記のアルミニウム溶液のライ

ンを追加する。）に定める方法又は

規格Ｋ0102 の 34.1.1c）（注(2)第

3 文及び規格Ｋ0102 の 34 の備考 1

を除く。）に定める方法（懸濁物質

及びイオンクロマトグラフ法で妨

害となる物質が共存しないことを

確認した場合にあっては、これを

省略することができる。）及び環境

基準告示付表 7に掲げる方法 

ほう素 検液１ﾘｯﾄﾙにつ

き 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102の 47.1、47.3又は47.4

に定める方法 
 

 備考１ 測定方法は、土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年

環境庁告示第 46 号。以下「土壌環境基準告示」という。）別

備考１ 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚

染に係る環境基準について(平成３年８月環境庁告示第 46 
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頁 改訂後 改訂前 

表に定める方法による。 

  ２ この表の右欄に掲げる要件のうち検液中濃度に係るものに

あっては、土壌環境基準告示付表に定める方法により検液を

作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合にお

いて、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるも

のとする。 

  ３ 「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチル

ジメトン及びＥＰＮをいう。 

  ４ 「検液中に検出されないこと」とは、１に掲げる測定方法に

より測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量

限界を下回ることをいう。 

  ５ 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、１に掲げる測定方法によ

り測定されたシス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。 

 

 

号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定

を行うものとする。この場合において、同表中｢土壌｣とある

のは、｢土砂等｣と読み替えるものとする。 

 

 

 

２ この表の項目の欄中｢有機燐｣とは、パラチオン、メチルパ

ラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

３ この表の基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、

同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合にお

いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

 

44  

別表第２（水質基準） 

項  目 基 準 値 

カドミウム １ﾘｯﾄﾙにつき 0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

全シアン 検出されないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（水質基準） 

項  目 基 準 値 測  定  方  法 

カドミウム １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 55.2、55.3 又は 55.4

に定める方法 

全シアン 検出されないこ

と。 

 

 

 

 

 

規格Ｋ0102 の 38.1.2（規格Ｋ0102

の 38 の備考 11を除く。以下同じ。）

及び 38.2 に定める方法、規格Ｋ

0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める

方法、規格Ｋ0102 の 38.1.2 及び

38.5 に定める方法又は環境基準告

示付表 1に掲げる方法 
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頁 改訂後 改訂前 

有機りん 検出されないこと。 

 

鉛 １ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

六価クロム １ﾘｯﾄﾙにつき 0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

 

 

砒
ひ

素 
１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

総水銀 １ﾘｯﾄﾙにつき 0.0005 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

アルキル水

銀 

検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

 

銅 土砂等の埋立てを行う場所の土地の利用目的が農用

地(田に限る。)である場合において、１ﾘｯﾄﾙにつき 1

ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

有機燐
りん

 
検出されないこ

と。 

排水基準告示付表 1に掲げる方法 

鉛 １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 54 に定める方法 

六価クロム １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 65.2（規格Ｋ0102 の

65.2.7 を除く。）に定める方法（た

だし、規格Ｋ0102 の 65.2.6 に定め

る方法により塩分の濃度の高い試

料を測定する場合にあっては、規

格Ｋ0170-7の 7の a)又はb)に定め

る操作を行うものとする｡） 

砒
ひ

素 
１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 61.2、61.3 又は 61.4

に定める方法 

総水銀 １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.0005 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

下 

環境基準告示付表 2に掲げる方法 

アルキル水

銀 

検出されないこ

と。 

環境基準告示付表 3に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこ

と。 

環境基準告示付表 4に掲げる方法 

銅 土砂等の埋立て

を行う場所の土

地の利用目的が

農用地(田に限

る。)である場合

において、１ﾘｯﾄﾙ

につき1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以

規格Ｋ0102 の 52 に定める方法 
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頁 改訂後 改訂前 

 

ジクロロメ

タン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

四塩化炭素 １ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

クロロエチ

レン（別名 

塩化ビニル

又は塩化ビ

ニルモノマ

ー） 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，2-ジクロ

ロエタン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.004 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，1-ジクロ

ロエチレン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，2-ジクロ

ロエチレン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.04 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

1，1，1-トリ

クロロエ 

タン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

1，1，2-トリ

クロロエ 

タン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

トリクロロ １ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

下 

ジクロロメ

タン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 

四塩化炭素 １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

クロロエチ

レン（別名 

塩化ビニル

又は塩化ビ

ニルモノマ

ー） 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

地下水環境基準告示付表に掲げる

方法 

1，2-ジクロ

ロエタン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.004 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又

は 5.3.2 に定める方法 

1，1-ジクロ

ロエチレン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.1

ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 

1，2-ジクロ

ロエチレン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.04 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

シス体にあっては規格Ｋ0125 の

5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、

トランス体にあっては規格Ｋ0125

の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方

法 

1，1，1-トリ

クロロエ 

タン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐ

ﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1，1，2-トリ

クロロエ 

タン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロ １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き 規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、
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頁 改訂後 改訂前 

エチレン 

テトラクロ

ロエチレン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

1，3-ジクロ

ロプロペン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

チウラム １ﾘｯﾄﾙにつき 0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

シマジン １ﾘｯﾄﾙにつき 0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

チオベンカ

ルブ 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

ベンゼン １ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

セレン １ﾘｯﾄﾙにつき 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

ふっ素 １ﾘｯﾄﾙにつき 0.8 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エチレン 0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テトラクロ

ロエチレン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1，3-ジクロ

ロプロペン 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.002 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1

に定める方法 

チウラム １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.006 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

環境基準告示付表 5に掲げる方法 

シマジン １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.003 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

環境基準告示付表 6 の第 1 又は第

2に掲げる方法 

チオベンカ

ルブ 

１ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.02 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

環境基準告示付表 6 の第 1 又は第

2に掲げる方法 

ベンゼン １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法 

セレン １ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ に つ き

0.01 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 67.2、67.3 又は 67.4

に定める方法 

ふっ素 １ﾘｯﾄﾙにつき 0.8

ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 34.1（規格Ｋ0102 の

34 の備考 1を除く。）若しくは 34.4

（妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多量

に含まれる試料を測定する場合に

あっては、蒸留試薬溶液として、水

約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml

及び塩化ナトリウム 10g を溶かし

た溶液とグリセリン 250ml を混合

し、水を加えて 1,000ml としたもの

を用い、規格Ｋ0170－６の６図２

注記のアルミニウム溶液のライン
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頁 改訂後 改訂前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほう素 １ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下 

 

1，4-ジオキ

サン 

１ﾘｯﾄﾙにつき 0.05 ﾐﾘｸﾞﾗﾑ以下であること。 

備考１ 測定方法は、土壌環境基準告示別表に定める方法による。た

だし、砒
ひ

素及びアルキル水銀にあっては地下水の水質汚濁に

係る環境基準について（平成９年環境庁告示第 10 号）別表に

定める方法、銅にあっては日本産業規格 K0102-３の 11.2、

11.3、11.4、11.5 又は 11.6 に定める方法による。 

  ２ 「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチル

ジメトン及びＥＰＮをいう。 

  ３ 「検出されないこと」とは、１に掲げる測定方法により測定

した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下

回ることをいう。 

  ４ 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、１に掲げる測定方法によ

り測定されたシス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。 

 

を追加する。）に定める方法又は規

格Ｋ0102 の 34.1.1c）（注(2)第 3文

及び規格Ｋ0102の 34の備考1を除

く。）に定める方法（懸濁物質及び

イオンクロマトグラフ法で妨害と

なる物質が共存しないことを確認

した場合にあっては、これを省略

することができる。）及び環境基準

告示付表 7に掲げる方法 

ほう素 １ﾘｯﾄﾙにつき 1 ﾐ

ﾘｸﾞﾗﾑ以下 

規格Ｋ0102 の 47.1、47.3 又は 47.4

に定める方法 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

   １ この表の項目の欄中｢有機燐｣とは、パラチオン、メチルパ

ラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

２ この表の基準値の欄中「検出されないこと」とは、同表の

測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、

その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
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頁 改訂後 改訂前 

55  

手順 計算等の例 

 略 

５ 上流域の河川流量を浸透水

量の算定式に準じて求め

る。(土地利用形態別に流出

係数を考慮すること。審査

基準Ⅱ技術基準第１災害の

防止、３排水施設関係（１）

①（ウ）の流出係数参照) 

略 

 略 
 

 

手順 計算等の例 

 略 

５ 上流域の河川流量を浸透水

量の算定式に準じて求め

る。(土地利用形態別に流出

係数を考慮すること。審査

基準Ⅱ技術基準第１災害の

防止、３排水施設関係（１）

③の流出係数参照) 

略 

 略 
 

   

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 土砂等埋立事業に関する書類 （上記書類等と兼用可） 

19～22 略 

23 

土砂等埋立事

業の意見聴取

範囲の予測資

料 

1/50,000

以上 
有・無 

下流河川の低水流量

が、土砂等埋立事業

場の浸透水量の 100

倍以上となり、河川

水と浸透水が十分混

合して一様な水質に

達する地点までの範

囲を予測した資料、

図面 

24 

土砂等埋立事

業の意見聴取

範囲の図面 

1/2,000

以上 
有・無 

25～30 略 
 

 

◎ 土砂等埋立事業に関する書類 （上記書類等と兼用可） 

19～22 略 

23 

土砂等埋立事

業の意見聴取

範囲の予測資

料 

1/50,000

以上 
有・無 

流河川の低水流量

が、土砂等埋立事業

場の浸透水量の 100

倍以上となり、河川

水と浸透水が十分混

合して一様な水質に

達する地点までの範

囲を予測した資料、

図面 

24 

土砂等埋立事

業の意見聴取

範囲の図面 

1/2,000

以上 
有・無 

25～30 略 
 

   

62   
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頁 改訂後 改訂前 

５．承継 

 規則第10条第１項の規定により土地開発協議者の地位を承継した

者は、その承継の日から 15 日以内に、同条第２項の規定に基づき地

位の承継届出書に承継したことを証明する書類を添付して、管轄市

町に提出してください。（Ｐ74 記載例参照） 

 なお、土地開発協議者から開発区域内の土地を購入した者や事業

を譲り受けた者は、規則第 10 条第１項の一般承継人に該当しないた

め、それらの者が当該区域内で土地開発行為を行う場合は、新たに協

議が必要です。 

 

 

 規則第10条第１項の規定により土地開発協議者の地位を承継した

者は、その承継の日から 15 日以内に、同条第２項の規定に基づき地

位の承継届出書に承継したことを証明する書類を添付して、管轄市

町に提出してください。（Ｐ74 記載例参照） 

 なお、第三者に譲渡、承継する場合は、新たに協議が必要です。 

85  

（担保の提供） 

第７条 乙は、第５条第１項に定める甲の債権の担保として、次に掲

げる定期預金債権（利金を含む。以下同じ。）に質権を設定し、こ

の協定締結と同時に、甲に差し入れるものとする。この場合におい

て、乙は、定期預金債権に係る証書（通帳式のものを含む。以下同

じ。）及び定期預金債権に係る債務者である金融機関の質権設定に

対する承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならな

い。 

 

 

（担保の提供） 

第７条 乙は、第５条第１項に定める甲の債権の担保として、次に掲

げる定期預金債権（利金を含む。以下同じ。）に質権を設定し、こ

の協定締結と同時に、甲に差し入れるものとする。この場合におい

て、乙は、定期預金債権に係る証書及び定期預金債権に係る債務者

である金融機関の質権設定に対する承諾を証する確定日付のある

書面を提出しなければならない。 

 

98  

２ 現金による保証 

 現金による保証の場合は、金融機関にて緑化費用額の定期預金を

作成し、県を質権者とする質権を設定することになります。 

 なお、預金先は、銀行、信用金庫、信用組合、農協等の金融機関の

本・支店とします。 

 

 

２ 現金による保証 

 現金による保証の場合は、金融機関にて緑化費用額の定期預金を

作成し、県を質権者とする質権を設定することになります。 

 なお、預金先は、銀行、信用金庫、信用組合、農協等の金融機関の

県内の本・支店とします。（郵便局は除く。） 
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頁 改訂後 改訂前 

99  

①～③ 略 

④ 土地開発協議者から、質権設定承諾依頼書と定期預金証書（通帳

式のものを含む。以下同じ。）を金融機関に提出 

⑤・⑥ 略 

⑦ みどりの保全に関する協定書（以下「協定書」という。）２通（要

領別記様式第１号）に押印（知事、土地開発協議者） 

  土地開発協議者から、質権設定承諾書、定期預金証書を県に提出 

  県から定期預金証書等の預り証(別紙１)と協定書１通を土地開

発協議者に送付 

 

 

①～③ 略 

④ 土地開発協議者から、質権設定承諾依頼書と定期預金証書を金

融機関に提出 

⑤・⑥ 略 

⑦ みどりの保全に関する協定書（以下「協定書」という。）２通（要

領別記様式第１号）に押印（知事、土地開発協議者） 

  土地開発協議者から、質権設定承諾書、預金証書を県に提出 

  県から預金証書等の預り証(別紙１)と協定書１通を土地開発協

議者に送付 

 

110  

  第４章 罰則 

第 27 条 第 22 条の規定による命令に違反した者は、６月以下の拘

禁刑又は 50 万円以下の罰金に処する。 

 

 

  第４章 罰則 

第 27 条 第 22 条の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

111  

 附 則 

１～６ 略 

 附 則（令和７年３月 25 日条例第１号） 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 

 附 則 

１～６ 略 

 

113  

（協議を要しない土地開発行為） 

 

第３条 略 

 

 

（協議を要しない土地開発行為） 

 

第３条 条例第 16 条第２項第４号の規則で定める土地開発行為は、

次に掲げる土地開発行為とする。 
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頁 改訂後 改訂前 

(１) 略 

 ア・イ 略 

  

 

 ウ 略 

(２)・(３) 略 

(３)の２ 家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 21 条第

１項若しくは第４項（同法第 46 条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る

土地開発行為又は同法第 23 条第１項若しくは第３項（同法第 46

条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したお

それがある物品の埋却に係る土地開発行為 

(３)の３ 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行

われる土地開発行為 

(４)～(６) 略 

 

(１)  国、地方公共団体又は次に掲げる法人が行う土地開発行為 

  ア・イ 略 

  ウ 地方住宅供給公社 

  エ 地方道路公社 

  オ 略 

(２)・(３) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)～(６) 略 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附 則（令和６年３月 29 日規則第 23 号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則（令和７年３月 25 日規則第 26 号） 

１ この規則中第３条及び第９号様式の改正規定は令和７年４月１

日から、第１号様式及び第２号様式の改正規定は同年 10 月１日か

ら施行する。 

２ 改正前の第１号様式、第２号様式及び第９号様式による用紙は、

当分の間、使用することができる。 

 

 

 附 則（令和６年３月 29 日規則第 23 号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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頁 改訂後 改訂前 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第４条関係） 
（日本産業規格Ａ列４番）   

土 地 開 発 行 為 協 議 書                
年  月  日   

   香川県知事     殿 
協議者 住 所                 

氏 名                 

〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 〕   

電話番号                
 土地開発行為を行いたいので、みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第
１項の規定により協議します。 

土地開発行為
の目的  

土地開発行為

を行う土地の

所在 

市・郡・町大字・字・番地 地目 開発区域面積 所有者 備考 

     

     

     

     

     

合     計     

開発区域面積
の内訳 

森 林 農 地 宅 地 里道・水路・その他 合 計 

     

主
要
工
事
計
画 

土工関係 

切土量   ｍ3  最大切土高   ｍ  切土
のりこう

法勾配 １： 

盛土量   ｍ3  最大盛土高   ｍ  盛土
のりこう

法勾配 １： 

捨土量   ｍ3             最大
のり

法面積    ㎡ 

防災施設

関係 

土留工（擁壁）    ｍ   植 栽 工    ㎡ 

暗きょ工       ｍ   
のり

法面緑化工    ㎡ 

水路工        ｍ 

沈砂池 箇所（貯砂容量 ｍ3） 洪水調整池 箇所（調整容量 ｍ3）

事
業
費
計
画 

事  業  費  の  内  訳 資 金 計 画 

区  分 数 量 単 価 金 額 種類又は名称 金 額 

  円 千円  千円 

      

      

土地開発行為の
実施予定期間 

着手    年  月  日 
完了    年  月  日 （  箇月間） 

施 工 者 
住 所 
氏 名（法人名・代表者名） 
連絡先 

注１ 開発区域面積は実測とし、ヘクタールを単位として、小数点以下第４位まで記載
してください。 

２ 土地開発行為を行う土地の所在が地域森林計画対象民有林である場合は、備考欄
にその旨を記載してください。 

３ 協議者と施工者が同一の場合は、施工者欄の記載を省略することができます。 
４ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」
と記載し、別紙を添付してください。  

第１号様式（第４条関係） 
（日本産業規格Ａ列４番）   

土 地 開 発 行 為 協 議 書                
年  月  日   

   香川県知事     殿 
協議者 住 所                 

氏 名                 

〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 〕   

電話番号                
 土地開発行為を行いたいので、みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第
１項の規定により協議します。 

土地開発行為
の目的  

土地開発行為

を行う土地の

所在 

市・郡・町大字・字・番地 地目 開発区域面積 所有者 備考 

     

     

     

     

     

合     計     

開発区域面積
の内訳 

森 林 農 地 宅 地 里道・水路・その他 合 計 

     

主
要
工
事
計
画 

土工関係 

切土量   ｍ3  最大切土高   ｍ  切土
のりこう

法勾配 １： 

盛土量   ｍ3  最大盛土高   ｍ  盛土
のりこう

法勾配 １： 

捨土量   ｍ3  外部搬入土量  ｍ3  最大
のり

法面積    ㎡ 

防災施設

関係 

土留工（擁壁）    ｍ   植 栽 工    ㎡ 

暗きょ工       ｍ   
のり

法面緑化工    ㎡ 

水路工        ｍ 

沈砂池 箇所（貯砂容量 ｍ3） 洪水調整池 箇所（調整容量 ｍ3）

事
業
費
計
画 

事  業  費  の  内  訳 資 金 計 画 

区  分 数 量 単 価 金 額 種類又は名称 金 額 

  円 千円  千円 

      

      

土地開発行為の
実施予定期間 

着手    年  月  日 
完了    年  月  日 （  箇月間） 

施 工 者 
住 所 
氏 名（法人名・代表者名） 
連絡先 

注１ 開発区域面積は実測とし、ヘクタールを単位として、小数点以下第４位まで記載
してください。 

２ 土地開発行為を行う土地の所在が地域森林計画対象民有林である場合は、備考欄
にその旨を記載してください。 

３ 協議者と施工者が同一の場合は、施工者欄の記載を省略することができます。 
４ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付してください。  
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頁 改訂後 改訂前 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第７条関係） 
（日本産業規格Ａ列４番）   

土 地 開 発 行 為 変 更 協 議 書                
年  月  日   

   香川県知事     殿 
協議者 住 所                 

氏 名                 

〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 〕   

電話番号                
     年  月  日付け 第  号で（変更）協議終了通知を受けた開発計画に
係る土地開発行為について開発計画の内容を変更したいので、みどり豊かでうるおいの
ある県土づくり条例第18条第１項の規定により協議します。 

変 更 理 由  

変更予定年月
日 

    年  月  日 

土地開発行為
の目的 

 

土地開発行為

を行う土地の

所在 

市・郡・町大字・字・番地 地目 開発区域面積 所有者 備考 
     
     
     
     
     

合     計     

開発区域面積
の内訳 

森 林 農 地 宅 地 里道・水路・その他 合 計 

     

主
要
工
事
計
画 

土工関係 

切土量   ｍ3  最大切土高   ｍ  切土
のりこう

法勾配 １： 

盛土量   ｍ3  最大盛土高   ｍ  盛土
のりこう

法勾配 １： 

捨土量   ｍ3                       最大
のり

法面積    ㎡ 

防災施設

関係 

土留工（擁壁）    ｍ   植 栽 工    ㎡ 

暗きょ工       ｍ   
のり

法面緑化工    ㎡ 

水路工        ｍ 
沈砂池 箇所（貯砂容量 ｍ3） 洪水調整池 箇所（調整容量 ｍ3）

事
業
費
計
画 

事  業  費  の  内  訳 資 金 計 画 
区  分 数 量 単 価 金 額 種類又は名称 金 額 

  円 千円  千円 
      
      

土地開発行為の
実施予定期間 

着手    年  月  日 
完了    年  月  日 （  箇月間） 

施 工 者 
住 所 
氏 名（法人名・代表者名） 
連絡先 

注１ 変更しようとする事項について、変更前及び変更後の内容がわかるように記載し
てください。 

２ 開発区域面積は実測とし、ヘクタールを単位として、小数点以下第４位まで記載
してください。 

３ 変更内容のわかる図面、写真等必要な書類を添付してください。 
４ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」
と記載し、別紙を添付してください。  

第２号様式（第７条関係） 
（日本産業規格Ａ列４番）   

土 地 開 発 行 為 変 更 協 議 書                
年  月  日   

   香川県知事     殿 
協議者 住 所                 

氏 名                 

〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 〕   

電話番号                
     年  月  日付け 第  号で（変更）協議終了通知を受けた開発計画に
係る土地開発行為について開発計画の内容を変更したいので、みどり豊かでうるおいの
ある県土づくり条例第18条第１項の規定により協議します。 

変 更 理 由  

変更予定年月
日 

    年  月  日 

土地開発行為
の目的 

 

土地開発行為

を行う土地の

所在 

市・郡・町大字・字・番地 地目 開発区域面積 所有者 備考 
     
     
     
     
     

合     計     

開発区域面積
の内訳 

森 林 農 地 宅 地 里道・水路・その他 合 計 

     

主
要
工
事
計
画 

土工関係 

切土量   ｍ3  最大切土高   ｍ  切土
のりこう

法勾配 １： 

盛土量   ｍ3  最大盛土高   ｍ  盛土
のりこう

法勾配 １： 

捨土量   ｍ3  外部搬入土量  ｍ3  最大
のり

法面積    ㎡ 

防災施設

関係 

土留工（擁壁）    ｍ   植 栽 工    ㎡ 

暗きょ工       ｍ   
のり

法面緑化工    ㎡ 

水路工        ｍ 
沈砂池 箇所（貯砂容量 ｍ3） 洪水調整池 箇所（調整容量 ｍ3）

事
業
費
計
画 

事  業  費  の  内  訳 資 金 計 画 
区  分 数 量 単 価 金 額 種類又は名称 金 額 

  円 千円  千円 
      
      

土地開発行為の
実施予定期間 

着手    年  月  日 
完了    年  月  日 （  箇月間） 

施 工 者 
住 所 
氏 名（法人名・代表者名） 
連絡先 

注１ 変更しようとする事項について、変更前及び変更後の内容がわかるように記載し
てください。 

２ 開発区域面積は実測とし、ヘクタールを単位として、小数点以下第４位まで記載
してください。 

３ 変更内容のわかる図面、写真等必要な書類を添付してください。 
４ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付してください。  
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頁 改訂後 改訂前 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式（第 12 条関係） 

（第１面） 

第  号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 職  名 

 氏  名 

 生年月日    年  月  日生 

 

     年  月  日交付 

     年  月  日限り有効 

 

 香川県知事        □印  

写 
 
 

真 

 

  

（第２面） 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

 法  令  の  条  項 該 当の 有無  

    

    

    

    

    

    

    

 

備考 １ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項

を記載すること。 

２ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有することを示す「○」を記載

すること。  

第９号様式（第 12 条関係） 
（表面）   

８センチメートル  

第    号  

６
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル
 

 写   真 

身 分 証 明 書              

 

所  属             

職  名             

氏  名             

生年月日    年  月  日  

 

 上記の者は、みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第24条第１項の職

員であることを証明する。 

 

      年  月  日 

 

香川県知事        □印   

 

 

（裏面）   

みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例（抜粋） 

 

 （立入検査等） 

第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土地開発協議者に対

し、開発計画に係る土地開発行為の状況について報告を求め、又はその職員

に、事務所その他の事業場に立ち入り、当該土地開発行為の状況若しくは帳

簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

第29条 第24条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰

金に処する。 
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頁 改訂後 改訂前 

141 （参考様式１） 

 

土地開発行為施行同意書 

 

土地開発事業者の住所、氏名 

（法人にあっては主たる事務所

の所在地、名称及び代表者氏名） 

住所  

氏名  

土 地 開発 行 為 を 行 う 土地 の 所 在 
市     町大字    字     番 

  郡 

土 地 開 発 行 為 の 目 的 
 

 

 

上記に係る土地開発行為の施行及び土地開発行為の完了後の開発区域の緑化については、異議なく同

意します。 

 

権利の種類 
同意年月日 

同意権者の住所及び氏名 
同意の有効期限 

 

年  月  日 
住

所 

     市    町大字    字    番 

      郡 

年  月  日 
氏

名 
                         印 

 

 

同意に係る土地の所在 
地目又は工

作物の種類 
摘  要 

     市    町大字    字     番 

           郡 
  

   

   

   

注 １ 「同意権者」とは、開発区域の土地等に関する権利を有する者等とする。 

  ２ 共有の場合は、共有者名簿を添付すること。 

 

  

（参考様式１） 
 

土地開発行為施行同意書 

 

土地開発事業者の住所、氏名 

（法人にあっては主たる事務所

の所在地、名称及び代表者氏名） 

住所  

氏名  

土 地 開 発 行 為 を 行 う 土 地 の 所 在 
市     町大字    字     番 

  郡 

土 地 開 発 行 為 の 目 的 
 

 

 

上記に係る土地開発行為の施行及び土地開発行為の完了後の開発区域の緑化については、異議なく同

意します。 

 

権利の種類 同意年月日 同意権者の住所及び氏名 

 

年  月  日 

住

所 

     市    町大字    字    番 

      郡 

氏

名 
                         印 

 

 

同意に係る土地の所在 
地目又は工

作物の種類 
摘  要 

     市    町大字    字     番 

           郡 
  

   

   

   

注 １ 「同意権者」とは、開発区域の土地等に関する権利を有する者等とする。 

  ２ 共有の場合は、共有者名簿を添付すること。 
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頁 改訂後 改訂前 

142 （参考様式２） 

 

水利権者等の同意書 

 

開発行為の内容 

土地開発事業者の住所、氏名 

（法人にあっては主たる事務所

の所在地、名称及び代表者氏名） 

住所  

氏名  

土 地 開 発 行 為 を 行 う 土 地 の 所 在 
市     町大字    字     番 

  郡 

土 地 開 発 行 為 の 目 的 

 

 

土地開発行為の施行に当たり、雨水等の表流水等を、当水利組合(当改良区)管轄の既設水路に放流す

ることについては、異議なく同意します。 

 

     

 

 

年  月  日   （同意の有効期限     年  月  日） 

 

 

   水利組合  所 在 

(土地改良区) 

         組合長                       印 

        （理事長） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考様式２） 

  

水利権者等の同意書 

 

開発行為の内容 

土地開発事業者の住所、氏名 

（法人にあっては主たる事務所

の所在地、名称及び代表者氏名） 

住所  

氏名  

土 地 開発 行 為 を行 う 土 地の 所 在 
市     町大字    字     番 

  郡 

土 地 開 発 行 為 の 目 的 

 

 

土地開発行為の施行に当たり、雨水等の表流水等を、当水利組合(当改良区)管轄の既設水路に放流す

ることについては、異議なく同意します。 

 

 

 

 

年  月  日 

 

 

   水利組合  所 在 

(土地改良区) 

         組合長                       印 

        （理事長） 
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頁 改訂後 改訂前 

143  

No. 市町 担当課 ＴＥＬ 郵便番号 所在地 
管

轄 

略 

16 土庄町 農林水産

課 

0879-

62-

7007 

761-4192 小豆郡土

庄町淵崎

甲 1400 番

地 2 

略 

略 
 

 

No. 市町 担当課 ＴＥＬ 郵便番号 所在地 
管

轄 

略 

16 土庄町 農林水産

課 

0879-

62-

7007 

 

761-4192 小豆郡土

庄町甲559

番地 2 

略 

略 
 

   

 


